
       ★☆施設基準・院内掲示についてのご案内☆★ 

【 一般名処方加算について 】 

後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施してい

ます。当院では、院外処方箋を一般名処方で発行しています。 

一般名処方ではお薬の商品名ではなく、お薬の有効成分の名称を処方箋に記載します。 

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品

が提供しやすくなります。 

★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆ 

【 医療情報取得加算に関する掲示 】 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することによ

り、質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報取得加算の算定医療機関）です。 

★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆ 

【 医療 DX推進体制整備加算について 】 

当院では、医療 DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。 

1.オンライン請求の実施 

2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有して

います。 

4.電子処方箋を発行する体制を有しています。 

5.電子カルテ情報共有サービスにて受診歴・薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報

を取得・活用して診療を行います。 

6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声がけ・ポスター掲示を行っていま

す。 



7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、

活用して医療の提供に努めています。 

医療 DX推進に伴い、医療 DX推進体制加算（8点）を月に１回算定しております。 

★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆ 

【 明細書発行体制等加算について 】 

療担規則に則り、領収証発行の際に診療報酬算定項目の分かる明細書を無料で発行しており

ます。明細書発行を希望されない方は、受付スタッフにその旨をお申し出ください。 

★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆-★-☆ 

【 生活習慣病管理料について 】 

2024年 6月 1日から診療報酬が改定になります。 

今回の改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から『糖尿病』・『高血圧』・『脂質異常症』

が除外となり、生活習慣病管理料Ⅰもしくは生活習慣病管理料Ⅱへ移行することとなりました。 

この改定を受け、糖尿病・高血圧・脂質異常症が主病で通院中の患者様は今後当院を受診さ

れる場合、定められた療養計画書について説明を受けたあと、初回のみ同意書に署名（サイン）

を頂きます。 

改定に伴い窓口負担についてもこれまでの金額から変更があります。 

 

☆移行開始時期：2024年 6月 1日より 

 

～皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。～ 

 

 

 

船橋レディスクリニック 


